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公益財団法人掛川市文化財団 かけがわアーツ（文化芸術人材バンク）取扱要綱 

  

（目的） 

第１条 かけがわアーツ（文化芸術人材バンク）は、掛川市内での文化芸術活動に積極的な個人

や団体の情報を集積し、市民が文化芸術に親しめる環境づくりを進めるとともに、文化芸術

活動を行う人材の発表及び活動の場を拡充することを目的とする。 

 

（事務局） 

第２条 かけがわアーツの事務局（以下、「事務局」という。）は、公益財団法人掛川市文化

財団（以下、「財団」という。）内に置く。 

 

（登録） 

第３条 かけがわアーツに登録するアーティストは、次の各号を満たさなければならない。 

（１）掛川市出身者・在住者・在勤者・在学者又は卒業生および掛川市で活動実績のある者

であること。また、掛川で活動したい熱い思いのある者。 

（２）財団及び市民等の依頼に応じて公演やワークショップ等の実施が可能であること。 

２ 事務局は、前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合は、登録を拒否することが

できる。 

（１）公序良俗に反する活動を行う、又は行うおそれがあると認められる場合 

（２）政治若しくは宗教活動を目的とする場合 

（３）営利活動を主たる目的とする場合 

（４）青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる場合 

（５）暴力団員及びこれに準じる団体が関わっていると認められる場合 

（６）その他事務局が登録する者として適当でないと認める場合 

３ かけがわアーツに登録を希望するアーティストは、登録申請書（様式第 1号）を事務局

に提出するものとする 

 

（通知） 

第４条 事務局は、第３条第１項に掲げる規定により登録希望者をかけがわアーツに登録し

たときは、その旨を登録希望者に通知するものとする。 

２ 事務局は、第３条第２項に掲げる規定により登録希望者をかけがわアーツに登録しなか

ったときは、その旨を登録希望者に通知するものとする。 

 

（登録期間） 

第５条 事務局がかけがわアーツへの登録を認めたアーティストや講師（以下「登録者」と

いう。）の登録期間は令和３年度から令和５年度とする。その後、３カ年ごとの登録期間と

し、 

事務局と登録者双方異議がない場合は、更新されたものとする。 
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（登録情報の変更） 

第６条 登録者は、当該登録情報に変更が生じたときは、登録変更票（様式第 2号）を速や

かに事務局に届け出るものとする。 

２ 事務局は、前項の規定により登録者から変更の届出を受けたときは、速やかに登録情報

を変更するものとする。 

 

（登録の抹消） 

第７条 事務局は、登録者から登録抹消の申出があったときは、当該登録情報を抹消するも

のとする。 

２ 前項に規定するもののほか、事務局は次の各号のいずれかに該当する登録者について、

その登録を抹消することができる。 

（１）偽りその他不正な手段によって登録が行われたと認められた場合 

（２）正当な理由がなく活動を行わなかった場合 

（３）第３条第１項を満たさなくなった場合 

（４）第３条第２項にかかげる各号のいずれかに該当した場合 

（５）その他事務局が抹消することが適当であると認めた場合 

３ 事務局は、第 1項及び第 2項の規定により登録を抹消したときは、その旨を登録者であ

った者に通知するものとする。 

 

（かけがわアーツの利用） 

第８条 かけがわアーツを利用した事業が実施できる区域は、原則として掛川市内とし、近

隣の市町でも要望があれば利用できるものとする。 

２ かけがわアーツを利用しようとする者（以下、「利用者」という。）は、事務局に利用申

込票（様式第 3号）により依頼するものとする。 

３ 事務局は、利用者と登録者をつなぐコーディネートを行うものとする。 

４ かけがわアーツを利用した事業の実施に関わる事項については、利用者と登録者の間で

協議を行うものとする。 

５ 登録者への謝礼、その他招聘に伴う経費等については利用者が負担する。 

６ 利用者は利用手数料として事務局に謝礼の 10％以内を支払う。 

７ 利用者は、事業終了後１か月以内に利用報告書（様式第 4号）を事務局に提出しなけれ

ばならない。 

 

（利用の制限） 

第９条 事務局は、利用者がかけがわアーツの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、利用をさせないものとする。 

（１）公序良俗に反する活動を行う、又は行うおそれがあると認められる場合 

（２）政治若しくは宗教活動を目的とする場合 
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（３）営利活動を主たる目的とする場合 

（４）青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる場合 

（５）暴力団員及びこれに準じる団体が関わっていると認められる場合 

（６）その他事務局がかけがわアーツを利用する者として適当でないと認める場合 

 

（個人情報の取扱い） 

第１０条 かけがわアーツを通じて知り得た個人情報については、この規定に定める目的以

外に利用しない。 

 

（かけがわアーツの終了） 

第１１条 事務局は、相当の理由があると認めるときは、登録者の承諾無くかけがわアーツ

を廃止することができる。 

 

（補則） 

第１２条 この取扱要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局が定める。 

 

附則 

（施行期日） 

この取扱要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

この取扱要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


